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(57)【要約】
　本発明は、とりわけホース、パイプ、ケーブル等を保
持するための留め具に関する。留め具は、第１の端部お
よび第２の端部を有する、輪状に曲がった固定用ストリ
ップと、固定用ストリップの各端部にそれぞれ連結され
た２つのフランジと、テンション手段の案内を行う、フ
ランジに設けられた開口と、を備えている。少なくとも
１つのフランジは、２つのフランジ間でリベット接続を
行わせるような接続手段を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　とりわけホース、パイプ、ケーブル等を保持するための留め具（１）であって、
　第１の端部および第２の端部を有する、輪状に曲がった固定用ストリップ（２）と、
　固定用ストリップ（２）の各端部にそれぞれ連結された２つのフランジ（３，４）と、
　テンション手段（７）の案内を行う、フランジ（３，４）に設けられた開口（７，８）
と、
　を備え、
　少なくとも１つのフランジ（４）は、２つのフランジ（３，４）間でリベット接続を行
わせるような接続手段を有することを特徴とする留め具（１）。
【請求項２】
　前記接続手段は、一のフランジ（４）に設けられた少なくとも１つの変形可能な貫通口
部材（９）を有することを特徴とする請求項１記載の留め具（１）。
【請求項３】
　前記貫通口部材（９）は、可塑的に変形可能なものとして構成されていることを特徴と
する請求項２記載の留め具（１）。
【請求項４】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）においてリング形状に形成され、当該貫
通口部材（９）は、組立の間、他のフランジ（３）内の開口（７）を通るよう案内される
ことを特徴とする請求項２または３記載の留め具（１）。
【請求項５】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）に設けられた開口（８）の領域内に設け
られていることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項６】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）から、他のフランジ（３）の開口（７）
を通って延びることを特徴とする請求項２乃至５のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項７】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）から実質的に垂直に延びることを特徴と
する請求項２乃至６のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項８】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、２つのフランジ（３，４）間でリベット接続を生じ
させるよう変形することを特徴とする請求項２乃至７のいずれか一項に記載の留め具（１
）。
【請求項９】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、面取りされた面であることを特徴とする請求項２乃
至８のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１０】
　前記貫通口部材（９）は、自由端に向かってテーパ形状となるよう構成されていること
を特徴とする請求項２乃至７のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１１】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、外側に向かって変形し他のフランジ（３）上に乗る
ことを特徴とする請求項２乃至８のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１２】
　少なくとも１つのフランジ（３）の開口（７）の領域内において、フランジ（３）を強
化させるような形状の部材を留め具（１）が有することを特徴とする請求項１乃至１１の
いずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１３】
　前記形状の部材は、開口（７）の周囲にリング形状に設けられた強化用ひだ（１０）か
らなることを特徴とする請求項１０記載の留め具（１）。
【請求項１４】



(3) JP 2008-508484 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

　前記貫通口部材（９）は、前記フランジ（３）の材料厚と比べてわずかに高くなってい
ることを特徴とする請求項２乃至８のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１５】
　リベット接続を行った後、前記貫通口部材（９）の自由端は、前記フランジ（３）から
わずかな突出距離（１５）で上方に突出することを特徴とする請求項１４記載の留め具（
１）。
【請求項１６】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、強制ロッキング方法でフランジ（３）の開口（７）
に残ることを特徴とする請求項１４または１５記載の留め具（１）。
【請求項１７】
　少なくとも接続工程の後においてねじ山の側部にあるフランジ（３）は、その開口（７
）に切れ込み（１４）を有し、この切れ込み内において前記貫通口部材（９）の自由端が
外側に変形することを特徴とする請求項１４または１５記載の留め具（１）。
【請求項１８】
　前記貫通口部材（９）は、固定用ねじの頭部にわずかな突出距離（１５）で残り、この
ことによりリベット接続状態から分離することが可能になることを特徴とする請求項１４
乃至１７のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段部に示すような、とりわけホース、ケーブル、パイプ等を保
持するための留め具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような留め具は、例えばＤＥ　２０１　０５　８７０　Ｕ１等により知られている
。留め具は、２つの固定用フランジが設けられた実質的に輪状の固定用ストリップを有し
ている。各々のフランジには、締めねじを貫通させるための穴が設けられている。
【０００３】
　組立の間、各フランジは互いに押圧され、開口の位置合わせが行われ、締めねじが開口
を通るよう案内される。そして、締めねじが締められる。
【０００４】
　組み立てを容易にするために、とりわけフランジの相互の位置合わせおよび締めねじの
開口への挿入を容易にするために、留め具には組立用ロックが設けられている。組立用ロ
ックは、一方のフランジに形成されたフックから実質的に構成されている。この一方のフ
ランジには、他方の固定用フランジを留めるための切れ込みが設けられている。このよう
な方法により、実際の最終組立の前において各フランジ間の連結を行うことができるよう
になる。また、フックは、組立時の留め具を組み立てるのに使用することができる、すな
わち組立前の留め具に対して組み立て動作を行わせるようにすることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このようなことに基づき、本発明の目的は、組立前の留め具に信頼のある保持を行わせ
、固定用フランジの正確な位置合わせおよび包囲使用を確実に行わせるような組立用フッ
クを有する留め具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、請求項１の特徴を有する留め具により解決される。
【０００７】
　とりわけホースを保持するための留め具は、第１の端部および第２の端部を有する、輪
状に曲がった固定用ストリップと、固定用ストリップの各端部にそれぞれ連結された２つ
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のフランジと、テンション手段の案内を行う、フランジに設けられた開口と、を備えてい
る。さらに、少なくとも１つのフランジは、２つのフランジ間でリベット接続を行わせる
ような接続手段を有している。
【０００８】
　リベット接続は、可塑的に変形するような通常は円筒形のいわゆるリベットと呼ばれる
接続要素により、フランジ間がフォームロッキング（ｆｏｒｍ－ｌｏｃｋｉｎｇ）連結さ
れることによって形成される。このような連結は損傷を与えにくい。リベット接続のいか
なる意図せぬ解放および組み立てられた留め具のいかなる損失もほぼ解消される。このよ
うにして、２つの固定用フランジ間の強固な連結が得られる。リベット接続は、組み立て
られた留め具に適合するよう組立が行われたときに、他のものの間で組立用ロックとして
機能する。この場合、とりわけホースまたはパイプ部分を固定するためにテンション手段
（通常は締めねじ）が最終組立の間に締められる前に、フランジはリベット接続により信
頼性高く連結される。留め具の組み立ては、各フランジの開口を通過するような締めねじ
の案内を促進させる。
【０００９】
　接続手段は、一のフランジに設けられた少なくとも１つの変形可能な貫通口部材を有す
ることが好ましい。貫通口部材は、実質的に円筒形の接続要素を形成する。必然的に、貫
通口部材は、一または複数の箇所に割り込むことができ、あるいは複数の部品から構成さ
れる。
【００１０】
　貫通口部材は、特に可塑的に変形可能なものとして構成されている。このようにして、
強固な連結およびシンプルな組み立てを行うことができる。貫通口部材の材料および厚さ
は、リベット接続に必要なものに合うよう適切に選択される。
【００１１】
　貫通口部材は、一のフランジにおいてリング形状に形成され、当該貫通口部材は、組立
の間、他のフランジの開口を通るよう案内されることが好ましい。このことにより、各フ
ランジ間の正確な適合、特に各開口の正確な相互の位置合わせを確実に行うことができる
ようになる。
【００１２】
　貫通口部材は、一のフランジに設けられた開口の領域内に設けることができる。例えば
、貫通口部材をフランジの開口の縁部に設けることができ、最終組立の間に締めねじが締
められたときに変形に対する力を追加的に増強することができる。
【００１３】
　貫通口部材は、とりわけ、一のフランジから、他のフランジの開口を通って延びるよう
になっている。
【００１４】
　貫通口部材は、一のフランジから実質的に垂直に延びることが好ましい。
【００１５】
　貫通口部材の自由端は、とりわけ、２つのフランジ間でリベット接続を生じさせるよう
変形するようになっている。このことにより、各フランジは、組み立てられた状態におい
て互いに固く保持されるようになる。
【００１６】
　貫通口部材の自由端は、外側に向かって変形し他のフランジ上に乗るようになっていて
もよい。
【００１７】
　少なくとも１つのフランジの開口の領域内において、フランジを強化させるような形状
の部材を留め具が有することが好ましい。この部材は、一または複数のフランジを安定さ
せるために用いられる。この部材は、最終組立に用いられる締めねじの頭部の方向に浮き
出していてもよい。また、この部材は、組立前に開口を通って案内される締めねじが失わ
れることを防ぐために、各フランジを互いに固定するようになっていてもよい。
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【００１８】
　この部材は、とりわけ、開口の周囲にリング形状に設けられた強化用ひだから構成され
ている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明における更なる例示的な実施形態、特徴および利点は、特定の例示的な実施形態
に係る以下の記載から得られる。
【００２０】
　図１は、本発明における開いた状態にある留め具１を示す。この留め具１は未だ組み立
てられておらず、組立前の状態で納品されるようになっている。
【００２１】
　留め具１は、輪状に曲がった固定用ストリップ２を備えており、この固定用ストリップ
２は、その両端にそれぞれ接続された２つの固定用フランジ３，４を有している。第１の
固定用フランジ３は、固定用ストリップ２の第１の端部から実質的に垂直に延びており、
第２の固定用フランジ４は、固定用ストリップ２の第２の端部に段差を有しながら接続さ
れている。
【００２２】
　固定用フランジ３，４は、納品されたときにはまだ接続されていないので、留め具１は
固定されるべきホース、ケーブル、パイプ等の周囲で、または接続されるべきホース端部
の周囲で案内されることができるようになり、これらのものを取り囲むようになる。強化
用ひだ５，６が、固定用ストリップ２とフランジ３，４との間の変わり目部分に設けられ
ており、曲がり部分または段差部分の変形を抑止するようになっている。このことにより
、留め具が閉じた状態となったときに、組立人がいかなる力を加えなくともフランジは互
いに平行状態のままとなる。
【００２３】
　開口７，８はフランジ３，４に設けられており、この開口７，８を通って締めねじが最
終の組立の間に案内されるようになる。可能であれば、開口７，８は、最終の組立の前に
互いに一致するようになり、締めねじが何の問題もなく開口７，８を通って案内されるよ
うにするべきである。
【００２４】
　貫通口部材９は、下側のフランジ４から、上側のフランジ３に向かって実質的に垂直に
延びるようになっている。貫通口部材９は、開口８の縁部に設けられており、最終の組立
の間に締めねじが案内されるような領域を取り囲んでいる。貫通口部材９は、組立品がフ
ランジ３，４の間でリベット接続を生じさせるよう、比較的容易に、可塑的に変形可能な
ように構成されている。
【００２５】
　組立品をシンプルなものとするために、貫通口部材は上方にテーパするような円錐形状
のものとして構成されている。組立品をより簡単なものとするための他の方法として、貫
通口部材の外側の自由端を面取りされた面にする方法がある。
【００２６】
　上述のようなフランジ３の開口７は、輪状の強化用ひだ１０により取り囲まれており、
フランジ３に更なる強度を与え、とりわけ最終の組立の間に締めねじを締めるときにおい
てフランジ３が変形することを防止するようにしている。同様に、貫通口部材９に加えて
、強化用ひだ（図示せず）を以下に述べるようにフランジ４に組み込むことも可能である
。
【００２７】
　図２は、組立済みの留め具１を示す。固定用ストリップ２は、締め断面１１を有してお
り、例えば固定されるべきホース（図示せず）がこの締め断面１１に案内されるようにな
る。組立の間に貫通口部材９は上側のフランジ３の開口７を通って案内され、外部に可塑
的に変形させられる。
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【００２８】
　とりわけ図３ａに明瞭に示されるように、外部に変形した貫通口部材９の端部は、開口
７の縁部分における上側のフランジ３に乗るようになる。このようにして、２つのフラン
ジ３，４間における強固な接続が得られる。さらに、開口７を通って輪状の貫通口部材を
案内させているので、開口７，８は互いに最適状態で位置合わせさせられるようになって
いる。輪状の貫通口部材９は、一または複数の部分および／または自由端の領域で、任意
で割り込むようになっている。強固な固定により、留め具は組立品の組み立てられた状態
で納品することが可能となる。リベット接続の緩みや、組立済みの留め具の損失が、実質
的になくなることとなる。
【００２９】
　上側のフランジ３の形状は以下の通りとなっている。すなわち、開口７の縁部分と強化
用ひだ１０との間で凹部１２が形成されるよう貫通口部材９の変形された端部が乗る領域
において、貫通口部材９の変形された端部を受け入れるような形状となっている。
【００３０】
　図３ｂにおいて、図３ａに示される留め具のフランジ４に、開口８を通って案内される
ねじを設けた図が示されている。ねじ山が、ひだ１０および貫通口部材９のリベット縁部
に乗るようになっている。
【００３１】
　図４は、組立済みの留め具１を斜視図で示す。フランジ３，４は、貫通口部材９の可塑
的に外側に変形した端部により形成されたリベット接続により互いに固く接続されている
。
【００３２】
　例示的な実施形態において、締め断面１１を取り囲む固定用ストリップ２に、エラスト
マーの覆い１３が設けられており、固定されるべきホースに留め具が損傷を与えることを
防止している。外側に設けられた中央のスリットにより、覆い１３を固定用ストリップ２
上に引っ張ることを容易にしている。このような覆いは、パイプに対する使用において選
択的に実施することができる。とりわけ、高圧の媒体のためのパイプの場合には、変更が
必要となる。この場合、覆いは耐熱性の材料から形成され、または覆いは使用されない。
【００３３】
　最終の組立の間、締めねじは、貫通口部材９により区画される開口を通って案内され、
締め断面１１を通過するホースを固定するよう締められるようになる。締めねじの頭部は
フランジ３上に残ることとなる。
【００３４】
　図５乃至図７は、本発明の他の例示的な実施形態を示す。この例示的な実施形態におい
て、貫通口部材９はフランジ３の材料厚よりもわずかに高くなっているだけである。この
場合、貫通孔部材の高さは、リベット接続工程の前に、材料厚および／または材料の種類
に基づいて０．３～０．８ｍｍの範囲内で選択される。どの場合でも、組立品のリベット
接続が十分に安定しており、早い時期に緩まないよう固定されていることが重要となる。
すなわち、リベット接続の間、少なくとも強制ロッキング接続が貫通口部材と開口７の壁
部との間に形成されるよう、十分な材料が設けられなければならない。必要であれば、切
れ込み１４を設ける方法により開口７の壁部の変形が得られ、貫通口部材の材料がこの切
れ込みに入るような方法で、十分な材料を設けることができる。
【００３５】
　更なる実施形態において、貫通口部材９の自由端は、リベット接続後のフランジ３から
上方へのわずかな突出距離１５の突出部として形成することができる。
【００３６】
　留め具の最終の組立の間、締めねじの頭部は突出部に残ることとなり、リベット接続状
態から貫通口部材を解放することができるようになる。このことにより、修理等の後の取
り外しのために、留め具をシンプルな方法で解放したり取り除いたりすることができるよ
うになる。
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【００３７】
　本実施の形態において、概ね、貫通口部材のリベット接続のための力を実質的に減少さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】納品されたときの開いた状態にある留め具の側面図である。
【図２】組立済みの留め具の側面図である。
【図３ａ】図２の拡大図である。
【図３ｂ】図３ａにねじを設けたときの実施形態を示す図である。
【図４】組立済みの留め具の斜視図である。
【図５】本発明による留め具の他の例示的な実施形態を示す図である。
【図６】図５の例示的な実施形態の詳細図である。
【図７】図５にねじを設けたときの実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
１　　留め具
２　　固定用ストリップ
３　　固定用フランジ
４　　固定用フランジ
５　　強化用ひだ
６　　強化用ひだ
７　　開口
８　　開口
９　　貫通口部材
１０　輪状の強化用ひだ
１２　凹部
１３　覆い
１４　斜めの切れ込み
１５　突出部
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【図１】 【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成18年11月3日(2006.11.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　とりわけホース、パイプ、ケーブル等を保持するための留め具（１）であって、
　第１の端部および第２の端部を有する、輪状に曲がった固定用ストリップ（２）と、
　固定用ストリップ（２）の各端部にそれぞれ連結された２つのフランジ（３，４）と、
　テンション手段（７）の案内を行う、フランジ（３，４）に設けられた開口（７，８）
と、
　を備え、
　少なくとも１つのフランジ（４）の材料は、２つのフランジ（３，４）間でリベット接
続を行わせるような部分を構成し、当該部分は、一のフランジ（４）に設けられた少なく
とも１つの変形可能な貫通口部材（９）を有し、貫通口部材（９）は、可塑的に変形可能
なものとして構成されていることを特徴とする留め具（１）。
【請求項２】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）においてリング形状に形成され、当該貫
通口部材（９）は、組立の間、他のフランジ（３）内の開口（７）を通るよう案内される
ことを特徴とする請求項１記載の留め具（１）。
【請求項３】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）に設けられた開口（８）の領域内に設け
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られていることを特徴とする請求項１または２記載の留め具（１）。
【請求項４】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）から、他のフランジ（３）の開口（７）
を通って延びることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項５】
　前記貫通口部材（９）は、一のフランジ（４）から実質的に垂直に延びることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項６】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、２つのフランジ（３，４）間でリベット接続を生じ
させるよう変形することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の留め具（１
）。
【請求項７】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、面取りされた面であることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項８】
　前記貫通口部材（９）は、自由端に向かってテーパ形状となるよう構成されていること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項９】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、外側に向かって変形し他のフランジ（３）上に乗る
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１０】
　少なくとも１つのフランジ（３）の開口（７）の領域内において、フランジ（３）を強
化させるような形状の部材を留め具（１）が有することを特徴とする請求項１乃至９のい
ずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１１】
　前記形状の部材は、開口（７）の周囲にリング形状に設けられた強化用ひだ（１０）か
らなることを特徴とする請求項１０記載の留め具（１）。
【請求項１２】
　前記貫通口部材（９）は、前記フランジ（３）の材料厚と比べてわずかに高くなってい
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の留め具（１）。
【請求項１３】
　リベット接続を行った後、前記貫通口部材（９）の自由端は、前記フランジ（３）から
わずかな突出距離（１５）で上方に突出することを特徴とする請求項１２記載の留め具（
１）。
【請求項１４】
　前記貫通口部材（９）の自由端は、強制ロッキング方法でフランジ（３）の開口（７）
に残ることを特徴とする請求項１２または１３記載の留め具（１）。
【請求項１５】
　少なくとも接続工程の後においてねじ山の側部にあるフランジ（３）は、その開口（７
）に切れ込み（１４）を有し、この切れ込み内において前記貫通口部材（９）の自由端が
外側に変形することを特徴とする請求項１２または１３記載の留め具（１）。
【請求項１６】
　前記貫通口部材（９）は、固定用ねじの頭部にわずかな突出距離（１５）で残り、この
ことによりリベット接続状態から分離することが可能になることを特徴とする請求項１２
乃至１５のいずれか一項に記載の留め具（１）。
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